
分野別研究開発プラン及び分野別研究開発プログラムについて 

〇研究開発プラン 

・５年を期間とする「研究開発計画」に替わり、文部科学省として重点的・戦

略的に推進すべき研究開発の取組や推進方策を分野毎のまとまりでとりま

とめるもの。

・文部科学省の政策評価の体系に沿って策定。

〇研究開発プログラム 

・分野別研究開発プランに紐づくもので、政策評価の体系における「達成目標」

の任意の単位（単独、複数）ごとに作成。 

・これに基づき研究開発プログラム評価を行うこととなる。

〇これまでの当委員会における審議状況 

・第２回委員会（令和３年 11月 26日）

研究開発プランと分野別研究開発プログラムに係る基本的な方向性を議論

・書面審議（令和４年５月 26日～６月１日）

研究開発プログラム評価のフォーマットについて審議（参考資料４、５）

以下の意見について研究計画・評価分科会へ報告（その他当委員会として行

う評価についてのご意見あり）

「実施年度欄に「事前」・「中間」・「事後」を記載することになっているが、

見落としの可能性を鑑み、予め当該欄を設けて選択できる（○を入れられ

る）ようにするのはどうか。」 

〇環境エネルギー分野における研究開発プランと研究開発プログラムについて 

・委員会として策定の上、研究計画・評価分科会に報告することを依頼されて

いる。

→事務局案は資料４－２

資料４－１


